
○介護予防訪問介護および介護予防通所介護については、現在の事業内容を基本に、地域支援事業（介護予防・生活支援サービス事業）として実施し、

移行時期は平成27年4月とする。

○介護予防訪問介護・介護予防通所介護の地域支援事業への移行に伴い、生活支援ホームヘルプサービスは、介護予防・生活支援サービス事業の

訪問型サービスに統合する。いきがいデイサービス、食のほっとサロン、食事サービス（会食）、高齢者お困りごと支援事業は、地域支援事業に移行し、

介護予防・生活支援サービス事業の訪問型、通所型サービスとして実施する。

予防給付の見直しへの対応と生活支援サービスの充実

・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進
・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続
・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組
・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進

・専門的なサービスを必要とする人に
は専門的サービスの提供
（専門サービスにふさわしい単価）
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・多様な担い手による多様なサービス
（多様な単価、住民主体による低廉な
単価の設定、単価が低い場合には
利用料も低減） 同時に実現

をめざす

サービスの充実

費用の効率化

介護予防・生活支援の充実

介護予防
訪問介護

既存の訪問介護事業所による身体介護・
生活援助の訪問介護
・生活支援ホームヘルプサービスを統合

ＮＰＯ、民間事業者等による生活支援サービス
・食事サービス（配食）

（保留）・見守り訪問・緊急通報システム

介護予防
通所介護

既存の通所介護事業所による機能訓練等
の通所介護

ＮＰＯ、民間事業者等によるﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
・いきがいデイサービス

リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関
与する教室
・二次予防事業(高齢者筋力向上ﾄﾚー ﾆﾝｸ゙等）

ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ、住民主体の運動・交流の場
・よりあいひろば ・食のほっとサロン
・食事サービス（会食）

住民ボランティアによる清掃等の
生活支援サービス
・高齢者お困りごと支援事業

移行予防給付

予防給付 移行

・多様なニーズに
対するサービス
の拡がりにより、
在宅生活の安心
確保

・住民主体の
サービス利用
の拡充
・認定に至らない
高齢者の増加
・重度化予防の
推進
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このほかＮＰＯ、民間事業者等による掃除・洗濯・見守り等の生活支援サービス
・区が実施する生活支援サービス ・シルバー人材センター ・社協 ・家事援助団体は、情報を集約して高齢者相談センターで提供する

・支援する側とされる側という
画一的な関係性ではなく、サービ
スを利用しながら地域とのつなが
りを維持できる

・能力に応じた柔軟な支援により
介護サービスからの自立意欲が向上

平 成 26年 5月 12日

福祉部高齢社会対策課
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